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件  名 

５受理番号１８ 

日本政府に核兵器禁止条約に署名・批准を求める意見書の提出を求め

る請願 

所管部課名 総務部 総務課 

請願の要旨 
日本政府に核兵器禁止条約に署名・批准を求める意見書の提出を求め

る。 

請願者等 請願文書表のとおり 

紹介議員名 はたの昭彦議員、おぐら修平議員、土屋のりこ議員、髙橋まゆみ議員 

内容及び 

経過 

１ 主な経緯 

（１）核兵器禁止条約について 

平成２９年７月、国連本部においてオーストリアやメキシコなど核

兵器非保有国が主導し、賛成１２２（反対１、棄権１）で採択された。 

同条約は核兵器の開発・保有・使用などを全面的に禁止している。 

核兵器保有国やＮＡＴＯ諸国の大部分は、核抑止を前提とした安全

保障体制への影響を理由として、同条約には参加していない。 

日本も、核保有国が不参加であることによる同条約の実効性を理由

として参加を見合わせた。 

令和２年１０月２４日に、批准した国が発効要件である５０か国に

達し、令和３年１月２２日に発効。令和７年９月２６日時点で批准し

ているのは７４カ国・地域、署名しているのは９５カ国・地域である。 

 

（２）核廃絶決議について 

日本は平成６年から毎年、各国が連帯して核なき世界を目指すこと

を訴える独自の核兵器廃絶決議案を国連本部に提出している。 

令和７年１２月に行われた採決では賛成１４７（反対５、棄権２６）

で採択された。 

 

（３）「核兵器廃絶国際キャンペーン」ノーベル平和賞受賞について 

平成２９年１２月、国際ＮＧＯ「核兵器廃絶国際キャンペーン（Ｉ

ＣＡＮ）」がノーベル平和賞を受賞した。 

これを受け、同月１１日の記者会見で当時の菅義偉官房長官は、「核

軍縮・不拡散に向けた認識や機運が高まることは喜ばしい」と歓迎す

る一方、「核兵器保有国を巻き込む形で、現実的で実践的な核軍縮の

取り組みを進める必要がある」と述べ、核兵器禁止条約に署名、批准

しない方針を改めて表明した。 

 

（４）核兵器禁止条約 締約国会議について 

   令和４年６月に、核兵器禁止条約の締約国会議がオーストリアにて

初めて開催され、「核なき世界」の実現を目指す「ウィーン宣言」と、

核廃絶に向けた具体的な取り組みをまとめた「ウィーン行動計画」が

採択された。これには「締約国を増やすための取組」や「被爆者への
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支援や救済を進めること」、「核兵器拡散防止条約（ＮＰＴ）は核軍

縮と不拡散の基礎であり、核兵器禁止条約とは相互に補完する関係に

ある」などが盛り込まれた。 

令和７年３月に３回目の会議が開催され「国際情勢の不安定化が進

む中でも核なき世界に向けた取組みを強化する」という政治宣言が採

択され閉幕した。会議では令和６年１０月にノーベル平和賞を受賞し

た日本原水爆被害者団体協議会の代表が核兵器の廃絶を訴えた。 

また、日本赤十字社もオブザーバー参加し、当時の広島の状況や、

国際赤十字として核兵器のない未来の実現に向けて引き続き尽力す

る姿勢などを訴える声明文を読み上げた。 

会議参加国として過去２回にＮＡＴＯ加盟国の一部がオブザーバ

ー参加していたが、本会議には参加がなかった。日本政府についても

オブザーバー参加を見送った。 

 

（５）核兵器不拡散条約（ＮＰＴ）運用検討会議について 

   ５年に一度、１９１カ国・地域が参加する会議。核軍縮や核不拡散

などの締約国の取り組みを検証し、今後採るべき施策を議論する。令

和４年８月に国連本部で開催された１０回目の会議には、岸田元首相

が日本の総理大臣として初めて出席した。岸田元首相は演説中、「各

国と共にＮＰＴの守護者としてＮＰＴをしっかり守り抜く」との決意

表明や、「核兵器不使用の継続の重要性の共有や、透明性の向上など

５つの行動を基礎とする「ヒロシマ・アクション・プラン」に取り組

んでいくべきことを訴えた。最終的にはウクライナをめぐる問題を理

由にロシアが反対し、成果文書のコンセンサス採択には至らなかっ

た。次回令和８年の開催に向けては、令和６年５月に国際賢人会議を

開催し「核兵器のない世界」の実現に向けた具体的方策を検討し、Ｎ

ＰＴ運用会議に向けた提言を発出した。令和７年４月から２週間に渡

って開催されたＮＰＴ運用検討会議第３回準備委員会では、令和８年

に開催予定の会議に向けた「勧告」の採択を目指したが、各国が合意

に至らないまま閉幕し、議長の権限で核兵器の質的向上や量的拡大へ

の懸念などを盛り込んだ文書が発表された。 

 

（６）Ｇ７広島サミットについて 

   令和５年５月に日本が議長国として被爆地・広島で開催。ウクライ

ナ情勢や核軍縮等が大きなテーマとなった。Ｇ７や招待国の首脳らが

原爆資料館を訪れ被爆の実相に触れる機会ももたれた。核軍縮・不拡

散について岸田元首相は、「ＮＰＴの維持・強化を図ることこそが核

兵器のない世界を実現する唯一の現実的な道である」と発言し、セッ

ション後、核軍縮に焦点を当てたＧ７初の首脳独立文書「核軍縮に関

するＧ７首脳広島ビジョン」を発出した。最終日にはウクライナのゼ

レンスキー大統領も参加し、ロシアの侵略に立ち向かう覚悟の表明

や、和平に関する考えなどの説明があった。 
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（７）日本原水爆被害者団体協議会がノーベル平和賞を受賞 

   令和６年１２月に、被爆者の立場から核兵器廃絶を訴えてきた日本

原水爆被害者団体協議会がノーベル平和賞を受賞した。核兵器のない

世界を実現するための努力と核兵器が二度と使用されてはならない

ことを証言によって示してきたことが受賞理由となった。日本のノー

ベル平和賞は、非核三原則を表明し、ＮＰＴに署名をした佐藤栄作元

総理大臣が受賞して以来５０年ぶりである。 

また、令和７年８月に広島市・長崎市で開催された原水爆禁止世界

大会にて、同協議会の金本代表理事が被爆の実態と被爆者の現状等を

報告した。 

 

（８）パグウォッシュ会議世界大会について 

   核兵器廃絶を目指す科学者たちの国際組織である「パグウォッシュ 

会議」の世界大会が、令和７年１１月に２０年ぶりに広島市で開催さ 

れ、約４０か国から科学者・専門家ら２００人が参加し、核軍縮や核 

リスク低減を議論した。 

   同会議では「広島宣言」が採択され、「世界は、核兵器使用を抑制

してきた規範の崩壊に直面している」とし、「広島と長崎への原爆投

下は、戦争の悲劇であるだけでなく、未来に続く人類の良心と道徳の

破壊を象徴する」と非難するとともに、核兵器が二度と使われないた

めには「対話が不可欠」だと強調された。 

 

２ 平和首長会議の取り組みについて 

同会議は、従来から核兵器禁止条約の締結に向けた交渉を即時に開始

するよう世界各国へ要請しており、同条約の採択を契機に、核保有国を

含めたすべての国が速やかに署名、批准するよう働きかけている。 

令和８年５月１日現在、１６６カ国・地域（８，５７３都市）が加盟

しており、うち国内では、１，７４０都市が加盟している。 

※ 足立区は平成２２年７月１日に加盟 
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件  名 

５受理番号２６ 

希望する自治体が職員の定年を６５歳から７０歳まで引き上げることが

できる制度を導入するよう国に意見書の提出を求める陳情 

所管部課名 総務部 人事課 

陳情の要旨 
希望する自治体が職員の定年を６５歳から７０歳まで引き上げることが

できる制度を導入するよう国に意見書の提出を求める。 

陳情者等  請願文書表のとおり 

内容及び 

経過 

１ 定年制度の状況 

令和３年６月に地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第

６３号）が公布され、令和５年４月１日に施行されたことに伴い、６０

歳だった定年が令和５年４月以降、２年ごとに１歳ずつ引き上げられ、

令和１３年４月に６５歳となる。 

足立区においても、令和４年第３回足立区議会定例会で条例改正案が

可決されたため、同様の形で定年の引き上げを行った。 

  

２ 制度改正の経過 

  今回の法改正は定年引き上げのほか、役職定年制の導入など高齢期に

おける多様な勤務制度を改正する内容であったため、特別区人事・厚生

事務組合で制度改正について検討され、共通の基準により示された改正

案を基に各区で改正の手続きが行われた。 

 

【定年引き上げ関連の法改正の経過】 

（１）令和２年３月１３日 第２０１回 通常国会 

国家公務員法等の一部を改正する法律案、地方公務員法の一部を改 

  正する法律案が国会に提出。 

（２）令和３年５月２０日 第２０４回 通常国会 

継続審議とされた地方公務員法の一部を改正する法律案について、 

施行期日を令和５年４月１日に改めること等を内容とする修正の実施。 

（３）令和３年６月４日 第２０４回 通常国会 

国家公務員法等の一部を改正する法律案、地方公務員法の一部を改 

  正する法律案が可決、成立。 

 

【足立区の定年引き上げ関連の条例改正の経過】 

（１）令和４年９月２０日 令和４年 第３回 足立区議会定例会 

地方公務員法の一部を改正する法律の施行期日である令和５年４月 

  １日に対応するため「足立区職員の定年等に関する条例の一部を改正 

  する条例」ほか、関連条例の一部を改正する条例８本を上程。 

（２）令和４年１０月１９日 令和４年 第３回 足立区議会定例会 

条例改正案可決。 
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